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経済論 叢(京 都 大学)第152巻 第1・2号,1993年7・8月

日本の原綿問題 とイ ン ド省手形

張 韓 模

1は じ め に

本稿 は,第1次 大戦 期 日本 の原 綿 問題 炉の発 生 過 程 とそ の 解決 の分 析 を通 じ

て,当 時 世 界経 済 と日本経 済 の関 係 を探 る もので あ る。第 一 次大 戦 期 の原 綿問

題 に対す る体 系 的 な研 究 は まだ 見 られ ない 。 しか し,断 片的 なが ら本稿 の先行

研 究 と され るの は,前 田薫 一(〔26〕 第5章),露 見 誠 良(〔24〕 第5節B項)

があ げ られ る。 まず,両 氏 の研 究 を検 討 しよ う。

第一 に,原 綿 問題が 発 生 した要 因 につ い て は,イ ギ リスで 発売 され た イ ン ド

省 手 形z}の 売 出 制 限 に よ る もの で あ ると い う共 通認 識 を 有 して い る。 つ ま り

1916年12月 に入 ってか ら実 施 され た イ ン ド省 手形 売 出制 限 に よ って 印棉 買付 資

金 が欠 乏 し,結 局 原綿 問題 が 発生.した(前 田,152頁,露 見,56頁)。 第二 に,

この問 題 を解 決 しよ う と した 日本 の対 策 につ いて は,前 田 氏 は本論 で 議論 す る

こ ととな るい くつ か の対 応 策 を紹介 す る こ とに止 ま って お り(前 田,171-4頁),

霜見氏 は,問 題 が 発生 してか ら横 浜 正金 銀行(以 下正 金 と略称)を 通 じる金現

送策 に よ って一 度 問題 が解 決 され たが,1917年9月 アメ リカの金輸 出禁止 措 置

以後,問 題 が 再 び深刻 化 し,結 局 円為 替 圏(多 角 的為 替 決 済)構 築 によ って問

題 の解 決が 可 能 とな った(露 見,56-58頁)と 把 握 して い る。 以 上 の よ うな研

究 に よ る と,第1次 大 戦 期 日本 の 原綿 問題 は,イ ン ド省 手 形売 出制 限→ 日本 の

1)本 稿で使っている原綿問題というのは,(表1)で 見られるよう・に1917年から急激にインド棉

のねスがほクしたことを　　するむ

2}イ ンド省手形については本山(〔27〕274-80頁),J.M・Keynes(〔30〕 訳76-92頁)・B・E・

Dadachaji(〔29〕Introduction,24-37頁)参 照。



(表1)日 本の棉花輸入高

「
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インド
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66.80

5,133,005

165,189,

61.01
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%
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416901,

11,750,

6.67

591932,

15,337,

8.07

656,758

19,678

7.81

643467
,

30596
,

9.03

/.231.001
,,

88736■

17.79

993,636

76,730

12.41

203,477

12722
,

2.5

560,484

24,130
,

6.4

エ ジプ ト

数量

価格
%

124,489
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8257,
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1.70
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1.20
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13,4041
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149,736
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45,986
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1,186,
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1
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合 計
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出所;「 日本綿業統計』 による。

単位:数 量は ピクル,価 格 は千円。1ピ クルは100斥 。価 格は百単位で 四捨五入 した数 字で ある。



日本の原綿問題とインド省手形(41>41

原綿問題発生→正金の金現送策で問題解決→ アメ リカの金輸出禁止措置→円為

替圏構築→原綿 問題解決 とい う流れで理解される。

しか しなが ら,こ の問題が正金の金現送策及び円為替圏構築の政策によって

実際に解決され たので あろうか。露見氏 の主張す る円為替圏構築 の政策によっ

て問題 が解決され たとすれば,1918年 か らは原綿問題 はな くなるはずであ.る。

ところが,(表1)を み る と,少 な くとも輸入量 において1917年 か ら1919年 ま

で は問題が存在 したことがわかる。 この問題 を再認識す るため に,以 下ではま

ず 日本の棉花輸入が イン ド省手形 にリンクされていた国際決済関係 を整理 し,

次 に,日 本当局が打 ち出 した諸対策を検討す る。

H印 棉輸入の決済関係一 インド省手形の位置

日本 の棉 花消 費 にお ける輸 入棉 花 の割 合 は,棉 花輸 入 税 が撤 廃 された1896年

に は99%に 至 り,1897年 か ら は100%を 外 国か ら輸 入す る よ うに な った(高 村

直 助 〔23〕上265頁)。 この棉花 輸 入量 の国別 割 合 を見 る と,ユ890年 代始 め ころ

の中 国 棉一 イ ン ド棉一 アメ リカ棉 とい う順番 の輸 入構 造 が,ユ897年 か ら1920年

半 ば まで は イ ン ド棉 が 第一 位 を占め る こ ととな った(前 掲書16ユ 頁)。 この時 期

にお い て,日 本 の紡績 会社 が イ ン ド棉 花 を使 用 して,そ れ によ る低 い番 手 の綿

糸 生 産 に重 点 を お いた の は,次 の よ うな二つ の特 別 な事 情 に起 因す る もので あ

る。 つ ま り一つ は,ユ910年 代 の 日本紡 績 業 の主 な輸 出市 場 が,ア ジ ア ・ア フ リ

カ ・中南 米 の比 較 的 に低 い 消費 水 準 の地域 で あ った こ と と,も う一 つ は,こ の

地域 で競 争 国 を圧倒 す る為 には,混 棉技 術 に よ る比較 的 に安 い イ ン ド棉 の使 用

が不 可 避 で あ った こ とで あ る(小 野 〔21〕198頁)。 つ ま り 「本 邦紡 績 業 今 日 ノ

発達 ヲ見 タル重 ナ ル原 因ハ,品 質 ハ比 較 的不 良 ナ ルモ安 値 ナ ル印 度棉 ヲ巧 二混

交按 配 シ タ ル ニ依 ルモ ノニ シテ」(『勝 田家 文 書 」 〔9〕 第84冊 リー ルNo.46,

488頁,以 下 『勝 冊 リNo」 と略称)と い う指 摘 の よ うに,中 国市 場 での価 額 優

位 を可 能 にす るた め に は,イ ン ド棉 使用 が 一 つ の条件 とな って い た 。

日本 の棉 花輸 出商 に よる イ ン ドで の棉 花取 引 はボ ンベ イ買 付 と棉 花 原 産地 で
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の買付 に太 き.く分 けられる。1910年 代 におけるこの二つ の買付高の割合 は正確

には知 られていないが,「 孟買市場 に出廻 るものは調製不完全 なるのみな らず,

故意 に劣等品を混ず るの悪習あ り,且 つ水気 を含 ま しむる等頗 る品質の統一 を

鉄 ぐものあるが故 に孟買市場出廻 るを待ちて買付 を為す もの逐年減少 の傾向に

あ り」(『大 日本紡績連合会』 〔7〕 第320号19頁,以 下 『月報』 と略称)と い う

記録か ら,買 付規模 が増加す ると共に,ま た輸 出商が イ ン ド国内取引事情 に精

通 してい くにつれて,次 第に原産地買付 の方が増加 してい ったと考 えられる。

実際 に三井物 産 の場 合,1916/17の 総買付 中原 産地買付 の割合 が57%(木 下

〔22〕,116頁)で あ った よ うに1910年 代にな ってか ら,ボ ンベ イでの買付 と原

産地買付の割合 はほぼ同率であった と言 って もよいだろ う。

ところで,こ のように原産地買付 とボ ンベイ買付 を区別す う理 由は,そ の買

付資金調達方法が大 きく異 なるか らで ある。 これは当時のイン ドの独特 な事情

に起 因する。 とい うの は,「 印度人は……紙幣の通用 を見ず,棉 花 買付の支払

は態々重い一留 比の銀貨 を奥地 へ運搬せ ぬばな らぬ」(江 南株式会 社 〔4〕,

101頁)と い うことである。つ ま り農村において,棉 花買付 に使用 され た貨幣

は一般 的にル ピー銀貨だけであったため,出 張員がボ ンベ イか ら遠い地方まで

ル ピー貨 を運ば ないといけないことになる。 しか し,巨 額のル ピー銀貨 を運ぶ

のは,実 際無理であったため,こ こで ボ ンベイ買付金融 とは異 なる原産地買付

金融が行われたのである。

1910年 代 ボ ンベイで の買付の決済は,先 物買付.・現物買付 共に棉花 を引 き受

けた時点で支払 った(横 浜正金銀行調査課 〔20〕3頁)3'。 この決済資金 は,輸

出商が正金 ボ ンベ イ支店か ら輸出前貸金(ExportAdvance)に よる融資 を受

けて支払 ったが(日 本銀行調査局 〔17〕96頁),こ の時,受 けた貨幣が必ず ル

ピー銀貨であ ったか どうか は明らかで はない。なぜな らば,こ の時期 になる と,

3)ポ ンペ イ買付 の決 済は,東 印度 棉花協 会が正式 に発 足 した1922年 以前 と以後 におい て,差 異が

あ る。 この差 異 は,主 と して先物 取引 の場合で あ るが,1922年 以後 は,東 印.度棉花 協会 傘下精算

所で 棉花到着 以前 中間計算 の形 を取 ワていた(江 南株 式会 社 〔4〕138-40頁 参照)。
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ボ ンベ イの 紙幣 流 通 は他 の地域 よ りあ る程 度 発展 して い たか らで あ る。 いず れ

にせ よ買付 が 終 わ る と,棉 花 の船積 み と同時 に輸 出商 は荷為 替4'を 取込 み,正

金 ボ ンベ イ支 店 か らの前 貸 金 を決 済す る こ とに な る(前 掲 書97頁)。 こ こまで

来 る と,決 済 関係 は正 金 ボ ・ベ イ支 店 と 日本 国内正 金 支 店 のみ にな るが ・ ここ

か らは原 産地 買 付 と一 緒 に検 討 しよ う。

先 に述 べ た よ うに原産 地 買付 の場 合,ル ピー銀 貨が 要 るので,出 張 員 は地方

で ルピー銀 貨 を調 達 しな けれ ば な らない 。 この方 法 は,正 金 ボ ンベ イ支 店振 出

_覧 払 手 形 で あ る フ ンデ ィー(Hundy)の 利 用 ・ イ ン ド政 府 本 金 庫 の 利 用 ・

ロー カル ・フ ンデ ィー の使用 な どが あ ったが,フ ンデ ィー の利 用が 普 通 であ っ

た と言 う(江 商株 式 会 社,101-2頁)。 フ ンデ ィー を用 い る資 金 調達 方 法 は次 の

よ うな もので あ る.つ ま り棉 花 の 出回 り期 に な る と,ボ ・ベ イの輸 出商 は正金

の輸 出前 貸 金 に よ り必 要 額 を フ ンデ ィーで 受 ける と同時 に,ボ ンベ イ銀 行 本 店

と舘 引 き契 約 を結 ぶ%次1・ フ ・デ ・一 は原 産 地 の出張 所 に 送 られ る・ 出張

則 ま,こ の フ ・デ ・一 を地方 の ボ ・ベ イ銀 そ技 店 に提 示 して・代 わ りに ル ピー

銀 貨 を受 け入 れ る.ま た は棉 花 ブ ・一 カー で あ る ア ラチ ヤ に フ ンデ ・一 で 支

払 って,ア ラチ ヤが ボ ンベ イ銀 行支 店か らル ピー銀 貨 を受 け取 る場 合 もあ った

が,そ れ は比 較 的 に少 な い ケー スで あ った。 こう した過 程 を通 してい わゆ る ル

ピー銀 貨 で の 原産地 買付 が可 能で あ ・た ので あ る・ 出張 員が 買 い付 けた棉 花 が ・

ボ ンベ イ に到 着 す る と⑤,先 の ボ ンベ イで の買 付 と同 じ よ うに輸 出 商 は荷 為 替

を 取 り込 み,正 金 か らの フ ンデ ィー 貸 金 を決 済 す る こ と に な る。一 方 フ ン

デ ィー は,地 方 の ボ ンベ イ銀行 の支 店 を通 して結局 正 金 ボ ンベ イ支 店 に着 くよ

うにな るが,こ れ を決済 す るた め に は正 金 ボ ンベ イ支 店 へ の 日本 国 内正 金支 店

4)こ の荷為.替手形は証 金銀行綬 取人とする綿花商のポ・べ伎 臓 拙 し躰 国内本敵 払

手形である。金額は円貨表示。期間は一覧後60日払いが普通であった 旧本銀行調査課いの為替

ロマコ　　 　.'
5)こ の契約の割 り引き率は決められていないが,100ル ビーに対して1.6アンナという記録がある

(江南株式会社 〔4〕102頁)。
16)棉 花が現産地からボンベイに到着するまでかかる時間は,約1ケ 月位である(高 村 〔23〕下

・203頁)。
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の決済が必要で ある。

今度は正金 ボンベ イ支店 と日本 国内正金支店 との決済関係 を見てみ よう。当

時 日本 は,対 印貿易が入超 関係であったため,形 式 的には正貨 を現送 して決済

をする方法が とれ るところで あるが,こ の原綿輸入の場合 は英 国を利用す る三

角決済 の方法が使用 された。つま り同 じ金本位制である英国 に,棉 花輸入分 を

正金ロ ンドン支店 に送 って,正 金 ロン ドン支店がボ ンベ イ支店 に決済をす る形

であ った。 しか し,正 金 ボ ンベイ支店 に必要 なのは,ル ピー銀貨での決済であ

(図1)イ ン ド棉輸入を巡 る決済関係
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るか ら,正 金 ロ ン ドン支 店 は,ロ ン ドンの イ ン ド省 か らイ ン ド省 手 形 を 買 って,

このイ ン ド省手 形 をボ ンベ イの正金 支 店 に送 る と,ボ ンベ イ正 金支 店 と正 金 日

本 国内支 店 の決済 は三 角決 済 の形で 終 わ る こ とにな った ので あ る。 ボ ンベ イ正

金支 店 は,こ の イ ン ド省 手 形 を ル ピー 銀貨 に換 えて,回 って来 る フ ンデ ィーの

決 済が で きた 。つ ま り最終 的 に 日本 の イ ン ド棉 花 輸 入の 決 済 を可能 に した の は,

この イ ン ド省 手形 であ った。植 民 地 イ ン ドの金為 替 本位 制 の軸 とな って 発売 さ

れ た イ ン ド省 手形7,は,日 本 に とって は思 わ ざ る入超 決 済 に利 用 され た。

今 まで述 べ た 日本 の棉花 輸 入 に 関わ る複雑 な決済 関係 を簡単 に抽 象化 してみ

たのが(図1)で あ る。 この決 済 関係 の下 で は,特 に イ ン ド省 手形 の流 れ が切

断 され る とす れ ば,当 然 棉花 輸 入 が難 し くな るシ ステ ムであ った。 特 に対 印入

超構造 の 日本 に とって は,言 うまで もな くイギ リスで の正金 ロ ン ドン支 店 の イ

ン ド省 手 形 の買入 が イ ン、ド棉 花 輸 入 の必 須 不可 欠 な前 提 条件 で あ った ので あ る。

皿 原綿問題の対応策

日本 の印 棉 輸入 は ロ ン ドンで の イ ン ド省 手形 購 入 を条件 とす る もので あ った

た め,当 然 なが ら,イ ン ド省 手 形 売 出制 限措 置 は 日本 の印棉 輸 入 に決定 的 な問

題 を呼 び起 こ した81。 イ ン ド省 手 形売 出制 限 とい うの は,売 出 額縮 小 と売 出価

格 の引 き上 げ とい う二 つ の側面 が あ る。 この うち,「.直接 的 に 日本 の イ ン ド棉輸

入 に影響 を与 えた の は,1916年12月20日 販売 額 の縮 小 制 限措 置 か らで あ る。 そ

の後,1917年1月10日 の 申 し込み 者 の制 限(確 定)の 措置 に よ って 日本 を代表

して正 金へ の割 当 が決 め られ た が,毎 週 正 金 の割 当額 が どの程 度で あ ったか は

明 らか で は な い。 と ころ が,「 正 金 銀行 が配 分 され た るカ ウ ンセ ル ・ビル は毎

週 百十 万 留 比 」(『 日本 綿 花週 報 』 〔18〕第52号1頁,以 下 『週 報』 と略 称)の

記 録 と 「英 国 が… … カウ ンセ ル ・ビルの売 出 を著 し く制 限 し今 日に於 て は一週

7)第1次 大戦期 の イ ン ドの幣 制 につ いては,拙 稿 「第1次 大戦 期 ル ピー銀貨枯 渇 につ い て」 「経済

論集」(京 都大 学)7号 を参 照され たい。

8)当 時 日本の 反応 につ いて は,拙 稿 「朝鮮 の陸 地棉 奨励 政策」 「研 究年 報』 第5号(大 阪経 済法科

大学 アジナ研究所)を 参照 された い。
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九 百万 留比 とな し中我 国へ 割宛 額 は七 十 万留 比 に過 ぎず 」(『大阪銀 行集 会 所』

〔3〕 第242号22頁)の 記 録か ら推 測 は可 能で あ る。つ ま り,毎 週ユ20ラ クが売

出 され た1917年1月10日 か ら7月25日 まで は11ラ ク,毎 週90ラ クが 売 出 され た

8月1日 か ら11月14日 まで は7ラ クの割 当で あ った ので あ る。要 す る に,総 売

出高 に対 して前者 は9.1%,後 者 は7.8%の 割 当 で あ った。 この よ うな イ ン ド省

手 形売 出制 限措 置 以後 の正 金 へ の割 当高 と制 限措 置 以前 の割 当 高 を直接 に比 較

す る こ とは,現 在 の資料 の水 準で はで きない。 しか し,1917年10月 に計 算 され

た(表2)を 参 考 に して 当時 の 印棉輸 入 資金 不足 額 の計 算 は可 能で あ る。

(表2)で 示 され て い る印棉 輸 入 高 は,1916年 を基 準 に した 輸入 量 と1917年

の10月 まで の平 均 輸入 価格 を用 いて計 算 した予想 輸 入 高 で あ る。 こ の予 想輸 入

高 は,し か しなが ら,実 際 に 中 国 との 貿 易 に必 要 とす る印 度 棉 花 数 量 が 約

1,485,000俵(約4、455,000ピ クル)で あ った(『 勝23冊11No.14』,337頁)こ と

か ら,現 実 的 な計 算で あ った と考 え られ る。 した が って,こ の計算 に よ る と,

当 時印棉 輸 入資 金 不足 額 は131,000,000円 に達 し,数 量 に して2,311,800ピ クル

の輸 入 減少 を余 儀 な くせ しめ られた 。

こ うした2百30万 ピ クルの印 棉輸 入 減少 は,1916年 を基準 に して全 体 輸 入量

の 約1/4,印 度 綿 輸入 の半 分 に相 当す る量 で あ った た め,何 らか の 対 策 を講 じ

(表2)印 棉輸入における決済不能額の予想表

決:済 の 予 想 備 考

印 棉 輸 入 額:255,000,000円 予 想 所要 印棉:1,500,000俵(1俵170円 の見 積)

棉花以外の貿易 出超額:70,000,000円 1916年10月 一1917年9月 基 準

イ ン ド省 手 形 買 付 け額:24,000,000円 将来1ケ 年割当高

為 替 買 付 高:30,000,000円

為 替 資 金 調 達 不 可 能 額:131,000,000円

出所:「 第三次 計算,印 度棉 花開題」「勝 田家文書 』第23冊 リール%14.338に よ る。

参考;1俵 は3ピ クルで あ る。上 記の為 替買 付高 の数字 は,計 算当 時の予 想高 であ るか,そ れ と

も買 付済み 高で あ るか は不 明確で あ る。印棉 輸入 量 は1916年 基準,価 格 はユ917年の平 均値

であ る。
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ざ る を得 なか ったの で あ る。 この対 策 と して設 け られ た の は,主 と して輸 出増

加 策,ジ ャバ砂 糖 の対 印 輸 出計 画9】,ア メ リカ棉 へ の代 用 案,横 浜 正 金 銀行 の

金 現 送策 が あ っ た と伝 え られ て い る(前 田,163-77頁)。 以下 で は ア メ リカ棉

へ の代 用 案,正 金 の金 現送 策 の対 策 を検討 し,そ の効 果 を分 析 す る。

1ア メ リカ棉へ の代用計画

1917年 イン ド棉花輸入の問題が起 きてか ら日本政府のアメリカ棉へ の代替計

画 について,前 田氏 は 「現在我紡績業者の買付 ける印棉五百十萬俵,米 綿四十

萬俵を変更 して,米 綿百萬俵印棉七十五萬俵 を買入れ ることとすれば,米 棉百

斤七十圓 として二億 六千二百五十萬 圓 とな り,而 して印棉 は百斤 六十圓 として

一億三千五百萬 圓に減少すべ しといふ案(輸 入価格相殺効果:引 用者注)」 で

ある と紹介 した後,続 いてその実行 については,綿 糸布の原価問題 によ り中国

市場での厳 しい競争があること,ま たイン ドの棉花輸 出減少 によ りイ ン ド人民

の 日本の綿糸布に対する購買力が激減することなどをあげてその実行 に反対論

があ った と説明 している(前 掲書164頁)。 しか し前 田氏が説明 してい るよ うに,

印棉輸入 をアメリカ棉 に代替す るか どうか の決定要 因が,中 国市場での厳 しい

競争及び イン ドでの綿糸布の購買力減少問題だけである とは考 えられ ない。つ

ま り当時の正金の副頭取山川勇木 は,「 印度棉 の代わ りに米綿 を用いた らどう

か と云ふ ことは,政 府の希望 もあったに違 ひあ りませ んぬ,け れ ども……聞 く

所によると,印 度の棉で造 った もの よ り米綿で造 った ものは,出 来上 りがよい

に違 いないが,そ れだけ高 く売れれば宜 しいけれ ども,矢 張一六手は一六手 に

しか うれぬか ら,米 綿 を用 ひて は売 り悪い さうです」(東 京銀 行集会所 〔13〕

24頁)と 述べている。要す るにイ ン ド棉をアメ リカ棉に代用す るか どうかを決

9)輸 出入バ ランスを取 るための輸 出奨励 策は,結 果的 に1億 前後 の入超 に なった。それ か らジ ャ

バ砂 糖の イ ン ド輸 出帥画 は,日 本 の商社 が ジ ャバ島の砂糖 を買 い取 り,そ れ を イン ドに輸出す る

とい う一種 の輸 出為 替買取 り策で あ る。 しか し,こ の案 は,既 に正 金銀行 の手 に約5千 万円,台

湾銀 行 に約3千 万 円,合 計8千 万 円の封 印輸 出為 替 を買入 れ得 る的確 な見 込みが 立 ち,実 行 され

なか った とい う(前 田 〔26〕172-4頁)。
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(表3)ア メ リカ棉 代 用 の場 合 の 損 益 計 算

番 手 別 混 綿 比 率 番手別混綿比率の損益計算

15番手以下 16-19番 手 20-30番 手 15番 手以下 16-19番 手 20-30番 手

印 棉=100% 棉 花 代 204.12 211.33 221.98印 棉:90%

米 綿=10%

印 棉:7s%

米 棉=25% 工 賃 22.00 21.60 20.00
現在

混綿

比率
現場相場 235.00 245.00 270.00

損 益 十8.88 十12.23 十28102

棉 花 代 220.77 239.23 255.90
印 棉;76.4%

米 棉=23.6%

印 棉;50%

米 綿=50%

印 棉=25%

米 綿=75% 工 賃 20.00 18.00 18.00

場合

(1)
現場相場 235.00 245.00 270.00

損 益 一5 .77
一12

.23
一3

,90

利益減少 14.65 24.03 31.92

印 棉;100% 棉 花 代 221.98 239.23印 棉=75%

米 棉:50%

印 棉:50%

米 綿=50% 工 賃 20.00 18.00

場合

(2)
現場相場 245.00 270.00

損 益 十3.09 十12.77

利益減少 0 9.50 15.25

出所=「 第三次計算 印度棉 花問題 」『勝 田家 文書」 第23冊 リー ルぬ14,339-343頁 による。

参 考:各 損益計 算 の単位 は円,綿 糸1梱 生 産 に要 す る原料棉 花 の計算で あ る。印棉 割合 には 中国

棉 も含む 。

定す るには,日 本国内綿紡績業者 の現実的な損益 問題があ ったので ある。 こう

した国内綿紡績業者の損益 関係を具体 的に検討す るため に(表3)を 参照 した

い。

(表3)は1916年 下 半 期 か ら1917年 上半 期 を基 準 年度 に した,ア メ リカ棉 の

代 用 度 別 の損 益 計 算 で あ る。 〔場 合(1)〕 と 〔場合 ②〕 の 計算 の仕 方 は次 の通 り

で あ る。 まず,〔 場 合(1)〕 は先 に述べ た よ う に,イ ン ド省手 形 売 出制 限措 置 に ・

よ る輸 入不 能 量2,311.800ピ クル(1億3千100万 円)全 部 を ア メ リカ棉 に代 用

す る案 で あ る。 この場 合 の損 益 は,当 時 綿 糸 生 産高 が15番 手以 下505,200梱,
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19-20番 手462,639梱,20-30番 手657,2ユ0梱(『 勝23冊 リNo.14』,340頁)で あ っ

た ので,(表3)の1梱 当 た り損 失計 算 か ら,こ の 〔場 合(1)〕 を実 行す る と,

15番 手 以 下 綿 糸生 産 の損 失 は2,915,005円,19-20番 手 の損 失 は5,658,074円,

20-30番 手 の損 失 は2,563,119円 にな る。 これ らの絶対 損 失 は合計11,136,198円

に達 し,結 局 「到 底実 行不 可 能 ナ リ」(前 掲 書346頁)の 考 えで あ る と結 んで い

る。

次の 〔場 合② 〕 は,紡 績 会社 の配 当率 を半 減す る程度 で ア メ リカ棉 を代用 す

る場合 の損 益 計算 で あ るbつ ま り当 時紡 績 会社 の1ケ 年 配 当 金29,000,000円 の

うち,14,500,000円 の利益 減 少 をす る程 度 で の ア メ リカ棉 を使 う案 で あ る。 こ

の計算 に よ る と,(表3>で 示 さ れて い る よ うに,〔 場合(1)〕 と同 じ計 算 方法 か

ら,全 体 利益 減 少 は14,000,000円 に な る(前 掲 書342-3頁)。 要 す る に この

14.000.000円 の利 益 が 減 少す るよ うに混綿 比 率 を変 更す る と,ユ6-19番 手 綿 糸

生 産 に おい て は ア メ リカ棉 の15%増 加,20-30番 手 の綿 糸 生 産 にお い て は ア メ

リカ棉 の2596±曽加 が 得 られ,こ れ は数 量 にお け る印棉 輸 入不 能 量2.311,800ピ

クルの うち,811,810ピ ク ルの ア メ リカ棉輸 入 を可 能 にす る こ とで あ る。 とす

る と,残 り印 棉 輸 入 不 能 量 は,数 量 に して1,454,251ピ ク ル,金 額 に して約

82,400,000円 にな るが,こ の金 額 は正 金 の正 貨現 送 で解 決 され るだ ろ うと見て

い る(前 掲 書343頁)。 しか しなが ら,結 果的 に正 貨 現送 に よ って残 りの印棉 輸

入 が可 能で あ る と計算 した こ と も問 題 にな るだ けで はな く,当 時 に おいて も紡

績 会社 は失 った 配 当金14,000,000円 を補 うた め に積 立 金 な どを減 らす こ とが 予

想 され るが,こ れ は現 実 的 に困難 な ことで あ る と紡 績 会社 の利 益減 少 によ る問

題解 決 案 の難 しさを語 って い る(前 掲書346頁)。

す なわ ち印 度棉 花 の ア メ リカ棉 へ の代 用 計 画 を実行 す る には,日 本国 内綿 紡

績 業 者 の損 失 を強要 す る こ と とな り,当 然 な が ら紡 練 会 社 の反 発 を誘 発す る も

ので あ った と.考え られ る。 しか し,こ の印棉 問題 は紡 績 会社 自身 の生 き残 るか

どうか の岐路 で あ った た め,反 発 だ けで 問題 が解 決 され る もので は なか った 。

.とい うのは,「 米 ・支 棉 ヲ以 テ印 度棉 二代 用 シ印度 棉 ヲ全然 使 用 セ ザ ルコ トハ,
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本 邦 紡 績 業 ノ 現 状 ヲ維 持 ス ル コ トヲ 前 提 トシ テ 如 何 ニ シ テ モ 不 能 ナ ル が 如 シ 」

(『勝84冊 リNo.46』,493頁)と い う 指 摘 の よ う に,当 時 日 本 紡 績 業 が 占 め て い

た 中 国 市 場 で の 輸 出 綿 製 品 の 価 額 競 争 の 優 位 を 維 持 す る た め に は,い か に し て

も 印 度 棉 あ る い は 同 等 の 低 価 棉 花 確 保 の 必 要 が あ っ た 。 つ ま り 少 な く と も 中 国

へ の 綿 製 品(特 に 綿 糸)輸 出 を 維 持 す る た め に は,何 ら か の 対 策 を 立 て ざ る を

得 な か っ た の で あ る 。 こ こ で ま た 次 の 二 つ の 案 が 考 え ら れ た 。 一 つ は 当 時 輸 入

可 能 な 印 度 棉 を 全 量 を 輸 出 綿 糸 生 産 に 回 し,国 内 消 費 棉 花 は ア メ リ カ 棉 を 使 用

す る 案(〔 場 合(3>〕 と 呼 ぼ う)で,も う 一 つ は 印 度 棉 よ り安 い 中 国 棉 輸 入 を 伸

ば す こ と に よ っ て,ア メ リ カ 棉 輸 入 に よ り起 こ る 原 価 上 昇 を 相 殺 す る 案(〔 場

合(4〕〕 と 呼 ぼ う 〉 で あ る 。

〔場 合(3)〕 の 内 容 は,当 時 輸 入 可 能 で あ る と 判 断 し た 印 棉2,190,000ピ ク ル

の う ち,「 支 那 其 他 輸 出 綿 糸 布 原 料 ト シ テ 印 棉 所 要 高 一 八 二,000,000斤 ハ 従 前

ノ 通 り 之 ヲ使 用 ス ル トシ 残 三 七,000.000斤 ヲ 内 地 消 費 ノ 綿 糸 布 原 料 トシ テ 使 用

ス ル 場 合 ノ損 益 計 算 」(『 勝23冊 リNo,14』,344頁)で あ る 。 同 計 算 に よ る と,

当 時 綿 糸 生 産 高1,926,000梱 の う ち,国 内 消 費 高 は1,166,800梱 で あ る が,こ の

国 内 消 費1,166,800梱 の 生 産 に 必 要 な 棉 花 を ア メ リ カ 棉 で 用 い る 時,そ の 生 産

費 は287,266,860円 か ら327,910,550円 に 増 加 し,結 局40,643,690円 の 生 産 費 が

増 加 す る こ と に な る101。 要 す る に,こ の 生 産 費 増 加 分 を 消 費 者 あ る い は 紡 績 会

社 に 転 嫁 さ せ る 案 で あ る 。 が,紡 績 会 社 に 転 嫁 す る の は 〔場 合 ② 〕 で 見 た よ う

に 容 易 で は な い し,ま た 消 費 者 に 転 嫁 す る と す れ ば,綿 糸 価 額 の 騰 貴 が あ る と

判 断 し て い る(前 掲 書345頁)。 政 府 当 局 は,当 然 な が ら,物 価 上 昇 及 び 外 国 製

綿 糸 の 日本 国 内 浸 透 を 防 ぐ意 味 で,結 局 消 費 者 に 生 産 費 増 加 分 全 部 を 転 嫁 す る

10)当 時 日本国内の綿糸 消費 高は,15番 手 以下 〔全部 印棉及 び中国棉使 用)485、000梱 ・16-19番 手

(印棉9096,米 綿10%)93,400梱 ・20-30番 手(印 棉75%,米 棉25%)4331000梱 ・31番 手 以上(全

部米 綿及 びエ ジプ ト棉 使用)155,400梱 で,そ れ ぞれ生産 費は,109,668,200円 ・31,755、660円 ・

104.777,000円 ・45、066、000円,合 計281、266.860円(原 資料 では287、266.860円)で あ った。;

の混綿 比率 を,15番 手 以下 は印棉370,000ピ クル以外 は全部 米綿,16-19番 手 以上 は米 棉100%に

変 え ると,生 産費が それぞ れ130,188,550円.27,086,000円 ・1乙5.57Q,QQO円'45,066,000円,合

計327、910、550円 にな り,生 産費 の増 加 は46.643.690円 にな る と言 う(『勝23冊 リNo.14」 〔9〕

344頁 参貝昼)o
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ことは望 ま なか った と考 え られ る。

次 は 〔場 合(4)〕 の 内 容 を見 てみ よ う。 これ は 当 時 印 度 棉 の 輸 入 不 能 量 を

600,000ピ クルで計 算 し'】,,印 度棉 輸 入 を696,000ピ ク ル減 らす と共 に ア メ リカ

棉 を600,000ピ クル,中 国棉 を96,000ピ クル,合 計696,000ピ クルの輸 入 を増 加

させ,輸 入 価額 の相 殺 を図 る案(『 勝84冊 リNo.46』 〔12〕495頁)で あ る。 この

輸入棉 花 の価額 相 殺 方 法 は以下 の 通 りで あ る。つ ま り印度 棉 ・アメ リカ棉 ・中

国棉 の1ピ クル当 た り輸 入 価 額 を各 々37.44円 ・45.84円 ・35.35円 に計 算 し,

ア メ リ カ 棉 及 び 中 国 棉 増 加 額 は27,504,000円 と3,393,600円 と し て 合 計

30,897.600円 で あ る。 これ につ い て印 度棉 減 少額 は26,058,240円 にな り,増 加

額 か ら減少 額 を引 くと4,839,360円(前 掲 書496-7頁)に な る。要 す るに,増 加

した輸 入 金額 は割 に少 額 で,輸 入 量 におい て は以前 と差 異 が ない た め,あ る程

度の輸 入価 額 相 殺 が可 能 で あ る とい う案 で あ る。 この 計画 が 実行 された か ど う

か は明 らか で は な いが,(表 ユ)の 示 す1918年 中 国棉 輸 入 の 大幅 な増加 は この

考 えが試 み られ た こ とを うか がわ せ る。

.以 上 の四 つ の計 画が 正確 に どの ぐらいの 比 率で 実行 された か を分 析す る こ と

は限 界が あ る。 しか し,少 な くと も 〔場 合(1)〕 と 〔場 合(3)〕 は現 実 的 に実 行 し

難い 案で あ った こ とは既 に述 べ た通 りで あ る。 とす る と,ア メ リカ棉 を代 用 し

て当 時 の原 綿 問題 を解 決 す る方 法 と して は 〔場 合② 〕 と 〔場 合(4)〕 の可 能 性が

あげ られ る。 しか しな が ら,こ の 〔場 合 ② 〕 と 〔場合(4)〕 は イ ン ド省 手形 売 出

制限措 置 に よる輸 入不 能 量 の うち,正 貨現 送 によ って大量 の印棉 輸 入 がで き る

こ とを前 提 して い る と ころに問 題 が あ る。 つ ま り次 に述 べ る正金 の金現 送 策 が

成功 しない 限 り,こ の ア メ リカ棉代 用案 も単 純 な計画 と して止 ま る しか方 法 が

なか った の で あ る。

11)印 棉 輸 入 不 能 量1:600,000ピ ク ルで 計 算 した の は,お そ ら くこ の 言†算 が1917年11月 に で きた こ

とに 起 因 す る と思 わ れ る 。 つ ま り,1916年12月 イ ン ド省 手 形 売 出 制 限 措 置 が あ った 以 後,1917年

1`1年 間 印 棉 輸 入 高 が 約4 ,400.000ピ ク ル に な った こ と を 前 提 した 予 想 で あ った と考 え られ る。

げ
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2横 浜正金銀行 の金現送策

原綿問題が発生 してか ら日本政府 は,イ ン ドでの棉花買付資金 を調達す る目

的で正金 を通 じてイ ン ドに正貨 を現送す る救済策を展 開 した と言われてい る。

つ ま り当時の正金 の副頭取で あ った山川男木 は,「 正金銀行 は 日本の金を印度

へ輸出 して為替資金の一大部分に充て居ったのであ ります」(東 京銀行集会所
,

23頁)と 述べ てい る し,従 来の研究 をみ て も,「 まず政府 は,ニ ュー ヨー クに

累積す る在外資金に注 目し,横 浜正 金,台 銀 を通 じて金を引出 し,イ ン ドに送

ることによって切抜 けて きたが,… …北米合州国に金輸 出禁止 の断行 を余儀 な

くせ しめ,結 局印棉為替資金問題 は解決 の方途 を失 い……」(露 見誠良,56頁)

と把握 してい る。要す るにアメ リカの金輸出禁止措置 までは金現送 によって問

題 を解 決する ことがで きたが,そ の以後か ら印棉決済資金問題 が深刻化 した と

い う分析 である。

ところで,当 時正金 の記録では この問題 について,「1917年1月 か ら同年10月

までの間に,金 塊,外 国金貨 および本邦 円の現 送は,併 せて9,370余 万 円に達

した。 このように して,イ ン ド棉花 の為替資金 は十分 に準備されたけれ ども,

棉花相場の関係か ら印棉の輸入が激減 した結果,正 金はボ ンベ イで多額 の資金

を私蔵 しなければな らな くな り…… ところが翌年 ル ピー貨が騰貴 し……多額の

為替利益 が もたらされた」(東 京銀行 〔12〕第2巻163頁)と 伝 えている。 この

記録によると,金 を現送 して棉花購入資金は準備 されたけれ とも,原 綿価額の

騰 貴によって印棉輸入が減少 した ということになる。

以上のよ うな研究及 び記録 に対す る本稿が持つ疑問は次 の二つの点にある。

第一に,正 金の金送金 によって アメ リカの金輸出禁止措置(1917年9月)以 前

までは,少 な くとも印度棉輸入問題 は解決されたのか。第二に,1917年 印度棉

花輸入が激減 したのは正金の記録のように実際に棉花相場によるものであ った

のか。 この二つの疑問を解明 しなが ら正金の金現送策の効果 を検討 しよう。

まず,.(図2>で 示 されている月別印棉輸入高か ら年単位の輸入 高を参照 し

たい。棉花買付が10月 か ら翌年5月 まで行われ るが,こ れはイ ンド独特 の気候 ,
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(図2)イ ン ド綿 月 別 輸 入 高
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モ ンス ー ンに よ る もの であ る。 つ ま りモ ンスー ン とい う雨 季 が終 わ る と,次 の

モ ンス ー ン期 まで雨 が 降 らな い。 この間,棉 花 は播 種 され収 穫 が終 わ る ので あ

る。播種 期 が大体5月 か ら11月 までで あ るか ら,そ の収穫 は10月 か ら翌 年5月

に な る(江 商 株 式 会社,6-12頁)。 したが って,こ の棉 花 が 日本 に到 着 す る こ

とを基準 にす る場 合,年 の上半 期 は高 い水準,下 半 期 は比 較 的低 い水 準 にな る

のが 一般 的 で あ る。(図2)で 示 され てい るユ915年 ・1916年 ・1920年 ・1921年

の輸 入 高 は正 常 の 「上 高下 低」 の現 象 で あ り,1917年 か ら1919年 まで の輸入 高

は異 常 のあ る現 象 とい える。特 に,霊 見 氏 の主 張す る正 金 の 金現 送 策 に よ って

ア メ リカの 金輸 出禁 止 措置 まで は問題 が解 決 され た とす る1917年 の場 合,非 常

に不 自然 な現 象 を見 せ てい る。 も しア メ リカの金輸 出禁 止措 置 まで は問題が 解

決 され て い た とす るな らば,1917年 の印 棉輸 入 は,(図2)が 示 して い るの と
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反対 の現象が起 こるはずであ るし,ま た アメ リカの金輸 出禁止措置以後か ら問

題が もっと深刻化 した とすれば,少 な くとも1917年 下半期 の印棉輸入高は上半

期 よ り低 いはずだが,そ の反対 の輸入高 を示 している。す なわ ちなん らかの原

因によって,正 金 の記録で も確認す るごと く,イ ン ドに現送された金が棉花買
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出 所:東 京 相 場 は,朝 鮮 殖 産 銀 行 調 査 課,『 朝 鮮 の 棉 花(三 版)』112頁,ボ ンベ イサ シ タ相 場 は,

江 商 株 式 会 社,『 印 度 棉 花 事 情 』34-35頁 に よ り各 々 作 成 。

備 考:東 京 市 場(太 線)は,ア コ ラ100斤 建 の相 場 で,ボ ンベ イサ シ タ市 場(細 線)は,ベ ン ゴル

1キ ャ ン デ ー 建 ル ピー 相 場 で あ る 。 各 月相 場 は,月 平 均 の 数 字 で あ る 。

参 考:イ ン ド棉 に 限 って,1ピ ク ル ・100斤=133.33ポ ン ド,1キ ャ ンデ ー ・784ポ ン ド,1俵 ・

300斤 で あ る 。 従 っ て,1キ ャ ン デ ー=約2俵(6ビ ク ル)で あ る 。
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付 に使わ れなかった ことを示 してい る。

次に,こ の原因を棉花相場か ら求める正金の資料 を検討 してみよ う。先 に述

べたよ うに1917年 の印棉輸入の うち,実 際 に低 い輸入量を記録 したのは上半期

であ る。 しか し,イ ン ド棉花相場の大幅 な上昇 は,(図3)で 見 られ るように

東京相 場 も,ボ ンベ イ相場 も1917年 の6月 か らの ことであ る。(図2)の1917

年 度の月別印棉輸入高 と(図3)の1917年 度 の棉花相場 を一緒 にみ る と,棉 花

相場 と輸入量 は逆 関係であ ることがわか る。つ ま り1917年 上半期 におけるイン

ド棉の輸入量が減少 したのは,少 な くとも棉花相場 による もので はなか った と

いえるだ ろう。 ここで棉花相場によって輸入量減少 を説明する正金の記録に疑

問 の余地が生 じる。

いかに して1917年 上半期 は,正 金の救済策 にもかかわ らず低い輸入量を記録

し,下 半期にはイン ド省手形 の売出制限の影響が厳然 と して存在 した時で あっ

たが,他 の年 と比べて異常の現象 と言われ るほ ど高 い輸入水準 であ ったのか。

この問いに答 えるためには,正 金の金現送の事実可否の問題ではな く,現 送さ

れた金がイ ン ドで真に果 していた役割 を明 らかにせねばな らない。

先に引用 した正 金の資料 による と,1917年 に現送 した金は1917年 に使わずに

1918年 まで残 された ことがわかる。金がその まま残された原 因を棉花相場か ら

求める論理 を捨てる とすれば,そ の原因はよ り確 実に見えて くる。つ ま り金が

現送 されて も棉花 の買付 に送 られた金のすべてが役 に立 ったわ けで はなか った

のである。実際に,ユ917年6月23日 の 『週報』 は,「(救 済策 として:引 用者注)

銀行は倫敦宛印度為替 を買ふの外途な く如新柏息 の手段 にて到底救 済の 目的を

達す可 くも非ず,更 に我国の在英正貨 を印度 に韓逃する事,次 で又我国の在米

正貨 を印度買付資金 に振替ふ る事を建議交渉せ しむ解決実行す るに至 らず終 に

本年4月 に至 り」(第52号1頁)と 伝 えている。 また続いて正金 の金現送 につ

いて,「 金塊を現送す るに至 れ り而 るに印度 は所謂 る破 本位制 度に対外関係 に

於ては金本位 なる も国内に於ては銀本位なるを以て貨幣 に非 ざ る金塊 は全 く商

品 と異 なる所 な く不便実 に少からず」 と述べてい る。 ここで二つの事実の確 認
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がで きる。一つは金塊 そのものは,貨 幣ではな く一般商 品 と同 じ性質で あった

こ と,も う一つは4月 に至 るまで問題 は解決 されなか った ことであ る。

ところが,こ の事実は当時のイ ン ド内部事情 を鑑みれば,当 然の結果で もあ

る。先 に述べ たよ うに棉花の買付 に使われた貨幣はルピー銀貨 であ った し,ま

た当時 イ ン ドは劇甚なル ピー枯渇の状態であった。更 に1893年 以来 ルピー銀貨

の自由鋳造 まで禁止されていたのである。こ うした状況で は,現 送された金の

ル ピー銀貨 への兌換ない し切 り替 えが必要不可欠で ある。正金が現送 した金 の

種類は,上 記 の正金資料 によると,金 塊 ・外国金貨 ・本邦 円貨 になってい る。

しか し,こ れ ら正貨が棉花買付 に使 われ るためには送 られた正貨の ルピー銀貨

へ の兌換が必要であった し,ま た少な くとも正金 ボ ンベイ支店が振 り出す フン

デ ィーの決 済に現送 された正 貨が使 われ る必要 があ った。 しか しなが ら,ル

ピー銀貨枯渇 の状態での イン ドの銀行(主 にボンベ イ銀行)と しては,ル ピー

銀貨で はない正貨での フンデ ィー決済 に応 じることが難 しか ったと考 えられる。

更にイ ンド政府 は1917年6月29日 金の輸入管理 の布告 と7月11日 には銀輸入

禁止を発表す ることに至 ったが,そ の内容は次の通 りで ある。金の輸入管理の

布告は,金 の自由輸入は認めるが,こ れを政府 に売 って紙幣 と交換 しなけれぼ

ならない とい う条件がついていた。 そ して銀 は原則的に輸入禁止であるが,①

イ ン ド政府 の輸入②特 許による銀貨 ・銀 地金の輸入 は除外す るとい う内容であ

る(大 蔵省理財局 〔1〕50-3頁)。 これは金 ・銀 による紙幣発 行準備 の確保 を

ね らう法令で あるが,そ れ によって紙幣の流通 は1917年 に大幅に増加 した(本

山 〔28〕72頁)。 イン ドの このよ うな政策によって少な くとも正金の1917年7

月以後 の金現送は,イ ン ドで紙幣 しか得 られなか った と考え られ る。

銀行 間の決済は紙幣で可能であ るが,問 題 は棉花輸 出商が正金の輸 出前貸金

か ら紙幣を受 けると,結 局紙幣で棉花買付 を しなければ ならないとい うことで

あ る。 とりわ け,当 時紙幣のルピー銀貨への兌換が容易ではなか った し,ま た.

紙幣は15%か ら20%の 問の割 引で取引 された(大 蔵省理財局 〔1〕45-6頁)。

先 に述べたよ うに,当 時 イン ドでの棉花 買付 の方法は,ボ ンベイ買付 と原産地
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買付があ る。 この うち,特 にル ピー銀貨での決済を要求 されたのは原産地買付

の方であ った。 しか し,棉 花買付 の決済が両方 とも紙幣で可能であ った として

も,紙 幣額面に対する15%な い し20%の 割引 の買付 は,棉 花輸入価格 に計算 さ

れない損失 になる。棉花輸出商が この損失 を自分 の貸借勘定書 にいれなが ら棉

花 を買 うはずがないだろ う。つ ま りル ピー銀貨で ない棉花取引 は,売 手 も買手

も棉花取引 を忌避す る理由が あったのである。

ここで棉花相場関係か ら印棉 の輸入が下落 した という正金記録の意味が分析

され る。つ ま り正金銀行史記録の 「棉花相場 の引上 による」 とい うことは実際

の相場 の値上げではな く,紙 幣額面価の割引 による相対的値上げの意味だろう
。

正金 はこの記録 によって,印 棉の輸入減少(日 本の原棉問題)の 責任を棉花商

社 に転 嫁す ると同時に,結 局現送 された金は1918年 に繰 り越 しさせ ることとな

り,正 金だけが利益 をあげることになった。

IV原 綿問題解決 の条件

原綿問題を解決するために日本当局が 自ら打ち出 した対策は,以 上の分析で

明 らか になった ように解決 に至 らず,行 詰 りをた どることになった。(表1)

及 び(図2)を み う と,1917年 か らユ919年 まで の 印度 棉輸 入 は激減 して い る。

この現 象 の意 味 は 日本 の原 綿 問題(印 棉 輸 入 問 題)が1917年 か ら少 な くと も

1919年 まで には存 在 した こ とを裏付 け る。

そ れで は,原 綿 問 題 の解 決 の キ ー は ど こに あ った のか121。 これ を探 るた め に

イ ン ド省 手 形売 出の 推 移 を参考 に した い13)。イ ン ド省 手形 売 出は ,ユ917年 か ら

制限 が あ りなが らも1918年10月12日 まで販 売 が続 いて行 わ れ た し,売 出停 止 の

後,19ユ9年5月6日 再 び売 出が再 開 され た。実 は ,イ ン ド省 手形 総 販 売額 にお

い て は,売 出 制 限 が あ った1917年 以後 が そ の 以前 よ り高 か った 。要 す るに,

12)露 見 氏は,(注9)で 説 明 した ジ ャバ砂糖 買取 策 が印棉為 替資 金問題 解決 の カギで あ
った(露

見 〔24〕57頁)と 述 べ てい るが,裏 付 け る証拠が 提示 されてい ない。
13)イ ン ド省 手形売 出推 移 につい ては,(注7)の 論 文 を参照 され たい。
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1917年 当 時か らの 印度 当局 の イ ン ド省 手形 売 出 制限措 置 とい うの は,そ の結 果

か ら言 うと,販 売 額 の 制 限 よ り売 出価格 の制 限で あ った。 と ころが,こ の イ ン

ド省手 形売 出制 限 は 日本 に とって は,販 売 価格 で はな く,販 売 額 の制 限 とな っ

た 。 この よ うな結 果 とな った のは1917年1月10日 の 申 し込み 者 制 限措 置 で あ る。

つ ま りこの 申 し込 み者 制 限措 置 に よ って,全 体 的 に以前 よ り販 売額 が 増加 した

に もか かわ らず,日 本 の割 当 は減少 を こ うむ る結 果 とな った。 とす る と,日 本

の 印棉 輸入 問 題が 解決 され るた め に は,申 し込 み 者 制限 の措 置 が撤 廃 さ れ るか,

あ るい は正 金 の割 当率 が 引 き上 げ られ るか を条 件 とす る。 この 申 し込 み者 制 限

措 置 の撤 廃 は,1919年9月18日 に発 表 され た(大 蔵省 理財 局 〔2〕46頁)。

しか し,日 本 の印棉 輸 入 問題 の緩 和 は,こ の 申 し込 み者 制 限 措置 の撤 廃 だけ

が 唯一 な方 法 とは言 え ない。 つ ま りイギ リスで の イ ン ド省 手 形 の購 入 を しな く

て も,正 金 に よって送 られた 金が棉 花 買 付 に使わ れ る場 合 に も,こ の印 棉 輸入

問題 は緩 和 され る。 この 問題 を もっ と深 く議 論す るた め に(表1)を 見 てみ よ

う。 まず,問 題 が発 生 した1917年 か らどの位 の 印棉 の輸 入 が減 少 したか を分析

す る必 要 が あ るが,本 稿 で は1915/16年 を基 準 年 度 と して,そ の基 準 輸 入量 を

約 年5,000,000ピ クル に したい 。印 度 棉輸 入 が下 落 に下 落 を続 けた1917年 か ら

19年 の 間,そ の減 少幅 は1917年 約500,000ピ クル,1918年 約2,000,000ピ ク ル,

1919年 約1,500,000ピ クルで あ る。 つ ま り輸 入が 不 可 能 で あ った印 棉 の量 は,

各 々 の年 にお け る結 果 的 に500,000-2,000,000ピ ク ルの 間で あ った 。 印棉 輸 入

に お ける この 減少 幅 は,主 と して原 産 地 買付 の減 少 に よる もの であ った と考 え

られ る。実 に,(株)東 洋 棉 花 の原 産 地 買付 高 をみ ると,1917年 か ら1919年 に

か けて 大幅 に減少 して い るla)。また 『週 報』 の 「今期 印度 棉 花 の需 給 」 とい う

記 事(第136号1頁)で は,ユ918/19年 度 目木 の印 棉 輸入 予想 高 を計 算 して い る

が,輸 入予 想 高 す べ て を ボ ンベ イ棉 花市 場 出 回高 か ら求 め て,約3,000,000ピ

クルが 輸 入 さ れ るだ ろ う と予想 して い る。つ ま りイ ン ド国 内 の棉花 買 付 の うち,

.14)(株)東 洋 棉 花 の 原 産 地 買 付 高 は,1915/16年290,137俵,1916/17年268,222俵,

143,308俵,1918/19年147,244俵 で あ っ た(木 下 〔22〕nO-1頁)。

1917/18年
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ボ ンベイ買付高だ けを輸入高 として計算 してい るわ けである。 これ は先 に分析

した ように,1910年 代 に入 ってか らは原産地買付 とボ ンベ イでの買付が同率で

あ った ことに反す る結果であ る。 こうしたことによると,印 棉輸 入問題が解決

さ'れなか ったの は,結 果的に原産地買付にお ける棉花買付の失敗が主な原因で

あ った ことがわか る。.

原産地買付の決 済に使われたのはルピー銀貨であ った ことは既 に述べた通 り

で あるが,印 棉輸 入問題が存在 した期間 にお ける原産地買付が難 しくな ったの

は,言 うまで もな くイ ン ドでのルピー銀貨枯渇によるものであ った。つま り紙

幣での棉花 買付 の決済 さえで きた とすれば,正 金の救済策で ある金現送策 に

よって印度棉花輸入の問題 は解決 されたはずであ る。

ここで ル ピー銀貨枯渇問題 の緩和が 日本の原綿問題解決の もう一つの条件 に

な る。先 に第一の条件 と して設定 したのは,イ ン ド省手形 売出制約 の撤廃 で

あ った。 この両条件 は,し か しなが ら,同 じ意味で ある。 イン ド省 がイ ンド省

手形売出に制限を加 えた理 由は,イ ン ド国内 の貨幣 問題,つ ま り銀価の暴騰 に

よるル ピー銀貨への需要を押 えるためであ った。 これは,当 然 なが ら,ル ピー

銀貨枯渇問題を防 ぐためである。 したが って,イ ンド省手形売 出制限の撤廃は,

逆 にイン ドでのル ピー銀貨枯渇問題 の緩和 を条件 とするもので あったのであ る。

結局 日本 の原綿問題は,イ ンドのルピー銀貨枯渇問題が解決され ることを待つ

しか解 決の方法が なか ったのである。実際に 『週報』は1919年5月24日 「印棉

為替問題の急務」 とい う社説 を通 じて,「 印度で銀価の問題 がある限 り為替問

題 は永続 的現象であ り⊥ これ を避けるためには,「 現金を印度 に輸 出して決済

資金 となすか,印 度棉輸入数量を激減す るか,綿 布 その他 の輸 出を増加 してバ

ランスを採 るか」(『週報』第152号1頁)し か方法がないとユ916年12月 問題 が

発生 した当時 と同 じ案 を語 ってい る。

Vお わ り に

本論で議論 されて きた内容 は次の ようにま とめ られ る。
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(1)1910年 代 日本の棉花輸入は主 と してイン ド棉 に依存 していたが,そ の輸

入決済が 日本の貿易構造上,ま たイ ン ド国内の棉花買付資金 関係 に よってイ ン

ド省手形に リンクされ ていた。

② 日本は イン ド棉花を輸入 しなければな らない状況か らイ ンド省手形売 出

制限措置は,日 本産業問題 に関わ る大 きな打 撃であ った。 これ を切 り抜けるた

めにアメリカ棉代用案,ま た正金による金現送策な どの対策が設 け られた。 し

か しなが ら,イ ン ド内部の貨幣制度 によって棉花 買付 には役 に立 たなか った。

結局 日本の原綿問題は,ル ピー銀貨枯渇問題 の緩和が解決の条件 とされた。

結果的に日本の原綿問題 は,1919年 を最後に して解決され ることにな ったが,

これは イン ドのルビー銀貨枯渇問題が解決された ことによるものであった。 こ

こで重要なのは,日 本の原綿問題が当時国際金融 問題 に大 きく絡 んでいた事 実

に対 す る認識であ る。 しか し本稿では この分析 を行 うことはで きなかった。次

の研 究に期 したい。
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